
◆利用条件 単価 ３，０００円以上の弁当を１０個以上購入する場合

（酒類を除く、複数団体での利用も可）

◆補 助 率 １個あたり１/２（上限２，０００円） ※円未満切り捨て

利用の流れ

補助について

2021年３月１日（月）～2021年６月30日（水）

利 用 期 間

◆原則、ご利用日の1週間前までにお申し込みください。

◆お弁当は原則、お持ち帰りください。

利 用 対 象

◆新潟市内の自治会・町内会やサークルなどのすべての団体・企業。
ただし、次のものを除く。

税抜き

対象とならないもの

地域で弁当交流応援事業

お弁当代金の一部を補助します
コロナ禍においても交流機会を促進するため、市内の団体や企業に
対して、地域の割烹やホテルなどから購入する弁当代の費用の一部
を補助します。 詳しくはこちら

【問い合わせ】
中央区役所 地域課
電話：025-223-7025

・個人での利用
・冠婚葬祭
・宗教活動や政治活動を目的とするもの
・暴力団又はその構成員、反社会的な活動をする団体の利用

多くの皆様からご利用いただき、予算額を超える見込みとなったため、

申し込み受付は５月３１日（月）で終了します。


